
優先席等の適正な利用の推進について

対象施設の例

（障害者用トイレ）（車椅子使用者用駐車施設）（車両等の優先席） 等

施設設置管理者が講ずべき具体的措置

国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ

等の適正な利用の推進」を追加

公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載事項に「 車両の優先席、車椅子用駐車
施設、障害者用トイレ等の適正な利用」等を追加

真に必要な方が円滑に利用できるよう、一般利用者に対して、ポスターの掲示、車内放送等での呼びかけ　等
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③優先席等 

○：標準的な整備内容 

優先席の設置 
位置 

・優先席は、乗降の際の移動距離が短くて済むよう、乗降口の近くに設置する。 

優先席の表示 ・優先席は、①座席シートを他のシートと異なった配色、柄とする、②優先席

付近の吊り手又は通路、壁面等の配色を周囲と異なるものにする等により車

内から容易に識別できるものとする、③優先席の背後の窓や見やすい位置に

優先席であることを示すステッカーを貼る等により、優先席であることが車

内及び車外から容易に識別できるものとし、一般の乗客の協力が得られやす

いようにする。 
優先席数 ・優先席数（全座席に占める割合）については、優先席の利用の状況を勘案し

つつ、人口の高齢化などに対応した増加について検討する必要がある。 
弱冷房車の設置

及び表示 
・高齢者、内部障害者等体温調節が困難な人のために、弱冷房車の設定温度を

高めに設定した車両を 1 編成に 1 両以上設置し、車外に弱冷房車であるこ

とをステッカー等で表示する。ただし、車両編成が一定しない等の理由によ

りやむを得ない場合はこの限りでない。 
◇：望ましい整備内容 

優先席の設置 
位置 

・相互直通運転を実施する場合には、事業者間で優先席の位置を統一すること

が望ましい。 
姿図・寸法 

参考 4-1-13：優先席の設置例 

 

出典：JIS Z8210「案内用図記号」付属書 JB（参考） 

日本規格協会 

 

 

 

 

 

（優先席における 
ヘルプマークの表示例） 

 

（鉄道車両） 
優先席に関する現行のバリアフリー整備ガイドライン（抜粋）



 
 

 

 

参考例 

参考 4-1-14： JIS 化された優先席のピクトグラム 
・ピクトグラムは、高齢者、障害の

ある人・怪我をした人、妊産婦、

乳幼児連れ、内部障害者の 5 つ。 
 
 

 

参考 4-1-15：ヘルプマーク 
・援助や配慮を必要としている方が、身につけることで、周囲の方に

配慮を必要としているを知らせることができる表示。 
 
 
 
 

 

参考 4-1-16：優先席の表示例 
・京都市交通局               ・東京都交通局 

 

 
 

車両外部からでも視認できる 

車両内部 



 
 

 

 

参考例 

参考 4-1-17：優先席エリアを明確にし、かつ網棚の高さを低くしている事例（東日本旅客鉄道株

式会社 E235 系（左写真）、E233 系（右写真）） 
・荷物棚(一般席 1,730mm)及び吊り手(一般席 1,630mm)高さを一般席と比較して、それぞれ 

50mm 低くしている。 

・車内から容易に識別できるよう優先席付近の吊り手、通路、壁面の配色を周囲と異なるもの

としている。 

  

 
参考例 

参考 4-1-18：優先席ではないが、乗降口近くの座席に両肘掛けを設け、高齢者、障害者等の車内

の移動距離が少なく乗降・利用しやすいものとしている事例 
・近畿日本鉄道株式会社 9020 系ロングシート・らくらくシート 

 

 



 
 

 

座面の奥行き ・410mm 程度±10mm 
手すり ・手すりは、握りやすく、立ち座りしやすいものとする。 

 【「手すり」の項目に掲載】 
◇：望ましい整備内容 

シートの横幅 ・2 人掛けのシートの横幅は 900mm が望ましい。 

 
⑩優先席（乗合のみ） 

○：標準的な整備内容 

乗降口近くに 
配置 

・優先席は乗降口に近い位置に 3 席以上（中型では 2 席以上、小型では 1 席

以上）を原則として前向きに設置する。 
立ち座りのしや

すさを向上 
・優先席は対象乗客が安全に着座でき、かつ立ち座りに配慮した構造とする。 
・乗客の入れ替わりが頻繁な路線では、優先席は少し高め（400～430mm）

の座面とする。 
シートの色 
優先席の表示 

・優先席は、①座席シートを他の座席シートと異なった配色とする、②優先席

の背後の窓に優先席であることを示すステッカーを貼る等により、優先席で

あることが車内及び車外から容易に分かるとともに、一般の乗客の協力が得

られやすいようにする。 
※「室内色彩」の項目を参照のこと。 

操作しやすい降

車ボタン 
・優先席には、乗客が利用しやすい位置にわかりやすい降車ボタンを設置する。 
・降車ボタンは手の不自由な人等でも使用できるものとする。 
・乗客が体を大きく捻ったり、曲げたりするような位置への降車ボタンの配置

は避ける。 
 

参考例 

参考 4-2-20：優先席（前向き）の事例 
・優先席を乗降口に近い位置に 3 席、前向きに設置している。      

・東京都交通局（標準仕様ノンステップバス（15認定）） 

 
 

 
（バス車両） 


